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島根県告示第511号

区　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

0 メートル メートル

Ａ
6.00～
81.00

3,178.00

Ｂ
11.00～
89.50

2,697.00

後 Ｂ
11.00～
89.50

2,697.00

前
7.00～
11.30

30.13

後 13.40 30.13

前 Ａ
7.00～
10.30

55.89

Ａ
7.00～
10.30

55.89

Ｂ
10.60～
24.00

69.97

前
7.10～
14.60

163.50

後
11.00～
26.60

163.50

前 Ａ
5.90～
10.60

179.80

Ａ
5.90～
10.60

179.80

　道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　平成27年７月10日

島根県知事　溝　口　善兵衛__

道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称

備　　　　考変更前
後の別

一般国道 432号
安来市広瀬町菅原557番
１地先から同町広瀬214
番１地先まで

前

松江県土整備
事務所広瀬土
木事業所

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

ダブルウェイ解消

拡幅

県　　道
大社立久恵
線

出雲市高松町1364番２
地先から同町1053番４
地先まで

出雲県土整備
事務所

道路改良工事

拡幅

〃 〃
出雲市高松町1053番４
地先から同町1055番１
地先まで

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

道路改良工事

ダブルウェイ
後

〃
皆井田江津
線

邑智郡邑南町日貫4065
番２地先から同4063番
２地先まで

道路改良工事

拡幅

〃 〃
邑智郡邑南町日貫4063
番２地先から同1628番
６地先まで

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

道路改良工事後
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Ｂ
10.80～
31.00

130.00

前
5.80～
21.90

620.00

後
9.70～
47.20

620.00

前 Ａ
6.50～
25.10

203.20

Ａ
6.50～
25.10

203.20

Ｂ
9.30～
52.50

195.60

前
5.00～
23.00

153.00

後
12.00～
28.00

153.00

前
6.00～
9.70

335.00

後
6.00～
13.40

335.00

前
4.00～
5.30

77.00

後
5.30～
17.60

77.00

前
4.80～
12.60

126.00

後
11.40～
53.00

126.00

県央県土整備
事務所

ダブルウェイ

〃 〃
邑智郡邑南町日貫1628
番６地先から同1596番
２地先まで

道路改良工事

拡幅

〃 〃
邑智郡邑南町日貫1596
番２地先から同1587番
６地先まで

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

道路改良工事

ダブルウェイ
後

〃 甲田作木線
邑智郡邑南町上田4129
番地先から同964番１地
先まで

道路改良工事

拡幅

〃
浜田八重可
部線

浜田市旭町都川1898番
１地先から同1874番２
地先まで

浜田県土整備
事務所

道路改良工事

拡幅

〃 匹見左鐙線
鹿足郡津和野町左鐙字
ヒタツキ下1930番13地
先から同地先まで

益田県土整備
事務所津和野
土木事業所

災害防除工事

拡幅

〃 〃
鹿足郡津和野町左鐙
2440番35地先から同番
32地先まで

災害防除工事

拡幅
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島根県告示第512号

0 メートル

一般国道 432号
安来市広瀬町菅原1952番２地先から同
1954番５地先まで

74.87
平成27年
７月10日

〃 〃
安来市広瀬町菅原984番地先から同1001
番１地先まで

173.08
平成27年
７月10日

〃 〃
安来市広瀬町菅原1001番１地先から同
1003番５地先まで

69.24
平成27年
７月10日

〃 〃
安来市広瀬町菅原1026番２地先から同
1024番４地先まで

23.86
平成27年
７月10日

県　　道
十六島直江停
車場線

出雲市西郷町392番１地先から同町395
番４地先まで

63.00
平成27年
７月10日

出雲県土整備
事務所

〃 桜江金城線
江津市桜江町長谷995番地先から同834
番１地先まで

563.00
平成27年
７月10日

浜田県土整備
事務所

〃 西郷布施線
隠岐郡隠岐の島町東郷神米鼻29番地先
から同町東郷小田87番２地先まで

300.00
平成27年
７月10日

隠岐支庁県土
整備局

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　平成27年７月10日

島根県知事　溝　口　善兵衛__

備　　　考

松江県土整備
事務所広瀬土
木事業所

道路の
種　類

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 延　長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機 関 の 名 称
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